
日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メールInformation
くらしの情報

令和4（2022）年■2月令和4（2022）年■2月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。

高
齢
者
・
福
祉

み
ん
な
き
ら
め
け
!!
ハ
ッ
ピ
ー
体
操

介
護
予
防
を
目
的
と
し
た
体
操
で
す
。

と
こ
ろ

3
月

定
員

市
民
体
育
館

7
日
㈪

90
人

唐
子
地
区
体
育
館

16
日
㈬

40
人

北
地
区
体
育
館

10
・
24
日
㈭

70
人

松
山
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

8
日
㈫

40
人

南
地
区
体
育
館

11
・
25
日
㈮

70
人

大
岡
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

3
・
17
日
㈭

35
人

野
本
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

7
・
14
・

28
日
㈪

55
人

高
坂
丘
陵
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
1
・
15
日
㈫

30
人

大
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
1
・
15
日
㈫

40
人

き
ら
め
き
市
民
大
学

14
・
28
日
㈪

40
人

市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

22
日
㈫

30
人

す
わ
や
ま
荘

15
日
㈫

35
人

時
間

午
前
10
時
〜
11
時
30
分（
大
岡
・

高
坂
丘
陵
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
き
ら

め
き
市
民
大
学（
男
性
の
み
）は
午
後
2

時
〜
3
時
30
分
）

フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル（
体
操
用
）、
バ
ス
タ

オ
ル（
敷
物
用
）、
体
育
館
履
き
、
飲
物

※
事
前
申
込
は
不
要
。
ご
自
宅
付
近
の
会

場
で
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

高
齢
介
護
課　
　

☎
21‒

1
4
0
6

22‒

7
7
3
1

総
合
福
祉
エ
リ
ア

☎
22‒

5
5
6
1

25‒

3
3
0
5

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

配
布
し
て
い
ま
す

□
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
と
は

外
見
か
ら
分
か
ら
な
く
て
も
援
助
や
配

慮
を
必
要
と
し
て
い
る
人
が
、
周
囲
の
人

に
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら

せ
る
こ
と
で
、
援
助
を
得
や
す
く
な
る
よ

う
作
成
し
た
マ
ー
ク
で
す
。

ヘルプマーク

□
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
と
は

緊
急
連
絡
先
や
必
要
と
す
る
支
援
の
内

容
な
ど
を
記
載
で
き
る
携
帯
用
カ
ー
ド
で

す
。
支
援
を
必
要
と
す
る
人
が
、
災
害
時

や
日
常
生
活
の
中
で
困
っ
た
と
き
に
提
示

す
る
こ
と
で
、
状
況
に
あ
っ
た
支
援
を
受

け
や
す
く
な
り
ま
す
。

■
共
通
事
項

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
義
足
や
人
工
関
節
を
使
用
し
て
い
る
人

・
内
部
障
害
や
難
病
の
人

・
妊
娠
初
期
の
人

・
そ
の
他
、
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て

い
る
人

配
布
場
所

障
害
者
福
祉
課

障
害
者
福
祉
課

☎
21‒

1
4
5
2

24‒

6
0
6
6

い
き
い
き
パ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
対
象
事
業

「
心
の
こ
も
っ
た
地
域
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
2
0
2
0
」の
1
つ
と
し
て
、
高
齢

者
の
健
康
づ
く
り
や
社
会
参
加
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

対
象
事
業
に
参
加
し
て
会
場
の
受
付
又

は
担
当
課
窓
口
で「
い
き
い
き
パ
ス
・
ポ

イ
ン
ト
カ
ー
ド
」を
提
示
す
る
と
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
、
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト
を
地

域
通
貨
ぼ
た
ん
圓
と
交
換
で
き
ま
す
。

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

ポ
イ
ン
ト
付
与
期
間

2
月
28
日
㈪
ま
で

ぼ
た
ん
圓
交
換
申
込
期
限

3
月
15
日
㈫

ま
で

今
月
号
掲
載
の
対
象
事
業

ペ
ー
ジ

市
民
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
教
室

21

高
齢
介
護
課

☎
21‒

1
4
0
6

22‒

7
7
3
1

成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30
分

（
年
末
年
始
を
除
く
）

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

3
月
2
日
㈬
午
前
9
時
30
分
〜
11
時
20

分保
健
セ
ン
タ
ー

3
人（
申
込
順
）

臨
床
心
理
士
に
よ
る
相
談

・

事
前
に
健
康
推
進
課
へ
。

☎
24‒

3
9
2
1

22‒
7
4
3
5

フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科
健
診

3
月
9
日
㈬
、
23
日
㈬
午
後
1
時
30
分

〜
2
時
30
分

保
健
セ
ン
タ
ー

市
内
在
住
の
人

歯
科
健
診
、
相
談
、
フ
ッ
化
物
塗
布

（
2
歳
6
か
月
〜
未
就
学
児
の
希
望
者
）

歯
ブ
ラ
シ
、
母
子
健
康
手
帳（
妊
産
婦
、

未
就
学
児
）、バ
ス
タ
オ
ル（
未
就
学
児
）

・

事
前
に
健
康
推
進
課
へ
。

☎
24‒

3
9
2
1

22‒

7
4
3
5

大
人
の
た
め
の
健
康
歯
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

3
月
9
日
㈬
、
23
日
㈬
午
後（
時
間
は

個
別
対
応
の
た
め
申
し
込
み
後
に
お
知

ら
せ
）

保
健
セ
ン
タ
ー

市
内
在
住
の
成
人

歯
と
口
の
健
康
力
チ
ェ
ッ
ク
、
口
腔
内

チ
ェ
ッ
ク
、
歯
周
病
リ
ス
ク
チ
ェ
ッ
ク

・

事
前
に
健
康
推
進
課
へ
。

☎
24‒

3
9
2
1

22‒

7
4
3
5

市
政
情
報

講
座
・
教
室
・

イ
ベ
ン
ト

募
集
・
求
人

健
康

高
齢
者
・
福
祉

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

子
育
て

図
書
館

相
談

市
民
情
報

（
伝
言
板
・
文
芸
）

222323

在
あ
る
疾
患
に
対
す
る
治
療
を
行
わ
な

い
と
将
来
一
定
の
障
害
を
残
す
と
認
め

ら
れ
る
18
歳
未
満
の
児
童

対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
が
、
手
術
等
の

治
療
に
よ
っ
て
確
実
な
治
療
効
果
が
期

待
で
き
る
場
合
に
、
指
定
医
療
機
関
で

必
要
な
医
療
が
受
け
ら
れ
ま
す（
斜
視
、

口
蓋
裂
、
外
耳
道
閉
鎖
、
水
頭
症
、
腎

移
植
な
ど
）。

※
手
術
や
治
療
な
ど
を
受
け
る
前
に
手
続

き
が
必
要
で
す
。

□
精
神
通
院
医
療

精
神
疾
患
を
お
持
ち
の
人
で
、
通
院
に

よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的
に
要
す
る
人

統
合
失
調
症
や
う
つ
病
な
ど
の
精
神
疾

患
を
お
持
ち
の
人
が
、
指
定
医
療
機
関

で
継
続
し
た
必
要
な
治
療
を
受
け
ら
れ

ま
す（
入
院
は
対
象
外
）。

■
共
通
事
項

・

障
害
者
福
祉
課
☎
21
‐
1
4
5
2

24‒

6
0
6
6

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

県
で
は
、
発
達
障
害
に
特
化
し
、
就
労

相
談
か
ら
職
業
能
力
評
価
、
就
労
訓
練
、

就
職
活
動
支
援
、
職
場
定
着
ま
で
を
支
援

す
る
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
を
運
営
し
て
い
ま

す
。医

師
の
診
断
や
障
害
者
手
帳
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
発
達
障
害
の
特
性
を
持

ち
、
そ
の
自
覚
が
あ
る
人
で
企
業
等
へ

の
一
般
就
労（
障
害
者
雇
用
枠
で
の
就

労
を
含
む
）を
希
望
し
て
い
る
人
。
た

昨
年
中
の
所
得
の
有
無
や
税
法
上
の
被

扶
養
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
次

の
と
お
り
申
告
の
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

①
所
得
が
あ
る
人

確
定
申
告
書
を
税
務
署
へ
提
出
す
る

か
、
市
・
県
民
税
申
告
書
を
課
税
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
所
得
が
な
く
、
被
扶
養
者
で
な
い
人

市
・
県
民
税
申
告
書
を
課
税
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
①
②
の
詳
し
い
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

12
、
13
ペ
ー
ジ
の「
税
の
申
告
は
お
早
め

に
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

③
所
得
が
な
く
、
被
扶
養
者
で
あ
る
人

国
民
健
康
保
険
税
申
告
書
、
又
は
後
期

高
齢
者
医
療
簡
易
申
告
書
を
保
険
年
金
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
保
険

年
金
課
へ
。

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
を
申
告
す
る

場
合
の
注
意
点

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
や
譲
渡
所
得

に
つ
い
て
申
告
す
る
と
、
所
得
税
や
住
民

税
が
減
額
又
は
還
付
と
な
る
場
合
で
も
、

所
得
の
増
加
に
よ
り
保
険
税（
料
）が
増
額

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
心
当
た
り

の
あ
る
人
は
、
申
告
書
の
提
出
前
に
保
険

年
金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課

国
民
健
康
保
険
担
当
☎
21
‐
1
4
0
3

23‒

0
0
7
6

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
担
当

☎
63
‐
5
0
0
4

23‒

0
0
7
6

市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

認
知
症
の
人
、
知
的
障
害
・
精
神
障
害

の
あ
る
人
又
は
家
族
・
関
係
者

無
料（
専
門
職
へ
の
相
談
は
有
料
）

認
知
症
等
で
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い

人
の
財
産
や
権
利
を
守
る
成
年
後
見
制

度
の
手
続
き
支
援
等
を
行
い
ま
す
。

市
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

☎
59‒

5
6
7
0

59‒

5
0
6
6

自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
の
ご
案
内

心
身
の
障
害
を
除
去
・
軽
減
す
る
た
め

の
医
療
に
つ
い
て
、
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
医
療
費
の
１
割
が

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
負
担
が
高
額

に
な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
、
本
人
及
び
世
帯

の
所
得
、
疾
病
な
ど
の
状
況
に
応
じ
て
、

自
己
負
担
上
限
額
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

□
更
生
医
療

18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
の
人
で
、
そ
の
障
害
を
除
去
・
軽
減

す
る
手
術
等
の
治
療
に
よ
っ
て
確
実
な

治
療
効
果
が
期
待
で
き
る
人

対
象
と
な
る
人
が
、
そ
の
障
害
に
対
し

確
実
な
治
療
効
果
が
期
待
で
き
る
場
合

に
、
指
定
医
療
機
関
で
必
要
な
医
療
が

受
け
ら
れ
ま
す（
角
膜
移
植
術
、
口
蓋

裂
、
関
節
形
成
術
、
人
工
透
析
療
法
、

腎
移
植
な
ど
）。

※
手
術
や
治
療
な
ど
を
受
け
る
前
に
手
続

き
が
必
要
で
す
。

□
育
成
医
療

現
在
身
体
に
障
害
が
あ
る
か
、
又
は
現

だ
し
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
就
労
移

行
支
援
を
利
用
し
て
訓
練
を
受
け
る
際

に
は
、
医
師
の
診
断
及
び
市
町
村
に
よ

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
支
給
決
定
が

必
要
で
す
。

・

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
川
越

☎
0
4
9‒

2
4
9‒

8
7
7
2

0
4
9‒

2
4
9‒

8
7
7
3

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
熊
谷

☎
0
4
8‒

5
0
1‒

8
9
1
7

0
4
8‒

5
0
1‒

8
9
2
8

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す（
国
民
健

康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
及
び
そ
の
世

帯
主

所
得
の
申
告

国
民
健
康
保
険
及
び
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
で
は
、
前
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
、

保
険
税（
料
）の
算
定
や
、
高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額
の
判
定
な
ど
を
行
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
正
し
く
算
出
す
る
た
め
に

は
、
所
得
の
な
い
人
や
税
法
上
の
被
扶
養

者
で
あ
っ
て
も
所
得
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
を
し
な
い
場
合
、
所
得
が
一
定
額
以

下
の
世
帯
に
対
す
る
軽
減
措
置
が
適
用
さ

れ
な
い
等
、
加
入
者
に
不
利
益
が
生
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
所
得
が
給
与
又
は
年
金
の
み
の

人
は
、
そ
の
支
払
者
が
報
告
す
る
た
め
、

原
則
と
し
て
個
人
の
申
告
は
不
要
で
す
。

申
告
の
方
法




